
風しんの追加的対策について
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北海道保健福祉部健康安全局地域保健課
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資料３



麻しん・風しんの患者数の推移
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《麻しん》

保健所名／年
2009年
(H21)

2010年
(H22)

2011年
(H23)

2012年
(H24)

2013年
(H25)

2014年
(H26)

2015年
(H27)

2016年
(H28)

2017年
(H29)

2018年
(H30)

2019年
(H31)

全　 国 732 447 439 283 229 462 35 165 189 282 305

北海道　計 17 5 8 1 2 13 1 1 1 1 3

北海道 8 1 6 1 8 1

札幌市 5 4 1 1 5 1 1 1 3

小樽市 2

函館市 1

旭川市 2 1

《風しん》 （単位：人）

保健所名／年
2009年
(H21)

2010年
(H22)

2011年
(H23)

2012年
(H24)

2013年
(H25)

2014年
(H26)

2015年
(H27)

2016年
(H28)

2017年
(H29)

2018年
(H30)

2019年
(H31)

全　 国 147 87 378 2,386 14,344 319 163 126 93 2,917 863

北海道　計 4 0 20 21 109 4 4 1 0 29 15

北海道 2 17 6 35 2 3 1 6 1

札幌市 2 3 9 41 2 15 2

小樽市 7 12

函館市 6 28 1

旭川市 5 1

※ 「2019年（H31）」は第１０週までの数値
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居住地以外でも抗体検査/予防接種を受けられる体制整備

5

新たに導入するスキームのイメージ

対象者

全国の
医療機関

市町村
抗体検査／予防接種

費用の請求事務の委任

費用の請求・支払

自治体側（委託側）と実施機関側（受託側）
の二者間で集合契約を締結

対象者は全国の実施機関で
抗体検査/予防接種を受けることが可能

全国の
健診機関

実施機関のとりまとめ
団体

国保連・国保中央会

以下の事務を代行。 ⇒事務負担の軽減
①実施機関から市町村への請求事務
②市町村から実施機関への支払事務

以下のスキームを導入することにより、居住地以外でも抗体検査/予防接種を受けられる体制
を整備する。
①集合契約により、全国の市区町村が全国の実施機関に対し、抗体検査/予防接種の実施を委託する契
約を締結。

②抗体検査/予防接種の費用請求・支払については、国保連・国保中央会が代行することにより、実施
機関、全国の市区町村の事務負担を軽減。

集合契約に係る委任

都道府県知事と国保連で別途契約

・集合契約により、居住する市町村内の実施機
関に限らず、全国の実施機関で抗体検査/予
防接種を実施できる。

・抗体検査/予防接種の費用請求・支払を、
国保連・国保中央会が代行することにより、
実施機関及び市町村の事務負担を軽減できる。

都道府県

集合契約に係る委任

集
合
契
約
に
係
る
再
委
任

集
合
契
約
に

係
る
再
委
任

全国知事会日本医師会 集合契約



＊医療機関・健診
機関と連携

○市町村国保加入者に対しては、特
定健診の機会を活用

○生保受給者に対しては、健康増進
法に基づく健診の機会を活用

○被用者に対しては、事業所健診
等の機会を活用

○居住する市町村内の医療機関（※）

において抗体検査・予防接種を実施

※ 集合契約を結んだ医療機関

風しんの抗体検査、定期接種の実施の仕組み（イメージ）
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市町村

市町村
国保
加入者

市町村

被用者

クーポン券
配布

クーポン券
配布

抗体検査
結果報告

抗体検査
結果報告

抗
体
検
査

予
防
接
種

○ 新たに定期接種の対象となる39～56歳の男性（1962（昭和37）年4月2日～1979年（昭和54）年4月1日生
まれ）への抗体検査・予防接種を促進するため、以下の通り、実施方法を最大限工夫することを検討。

①居住する市町村以外の医療機関においても抗体検査・予防接種を実施（実施パターン①）
②市町村国保加入者（自営業者等）について、特定健診の血液検査の項目に風しん抗体検査を加えて実施（実施パターン②）
③健康保険等加入者（正規雇用労働者等）について、事業所健診の血液検査の項目に風しん抗体検査を加えて実施（実施パターン③）
④都道府県、医師会等と協力し、休日・夜間の予防接種・抗体検査の実施

○ 加えて、事業者団体（経団連、商工会議所等）、保険者団体等と連携し、普及啓発を徹底。

実施パターン① 実施パターン② 実施パターン③

抗体検査、定期接種の実施の工夫について

＊集合契約によ
り実施

市町村

住民

クーポン券
配布

抗体検査
結果報告

抗
体
検
査

予
防
接
種

※抗体検査と予防接種の実施機関が
同一の場合もある

※抗体検査と予防接種の実施機関が
同一の場合もある

特定健診

医療機関
※

※ ※

※

事業所健診

医療機関

○居住する市町村内の医療機関（※）

において抗体検査・予防接種を実
施

※ 居住する市区町村と契約を結んだ医療機関
で
あれば実施可能とする方針

集合契約によらず実施

市町村

住民

クーポン
券配布

抗体検査
結果報告

抗
体
検
査

予
防
接
種

居住する
市町村内の
医療機関

居住する
市町村内外
の医療機関

＊市町村との
個別契約に
より実施

抗
体
検
査

予
防
接
種

集合契約で実施
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厚生労働省ホームページ

「風しんの追加的対策について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/buny

a/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou/rubella/index_00001.html


